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「池上地区まちおこしの会」会則 

 

【名称】 

第１条 本会は、池上地区まちおこしの会(以下「まちおこしの会」という)と称し、大田区 

池上特別出張所に事務所を置く。 

 

【目的】 

第２条 まちおこしの会は、池上地区における自分たちのまちが、自分たちの力で、明るく

楽しくいきいきとした魅力あるまちとなることを目的とする。 

そのため、会員が運営するにあたり、「池上地区の人たち」と「池上を好きな人たち」が「人

とのつながり」を大切にし、まちおこし事業を推進するものとする。 

 

【会員】 

第３条 まちおこしの会の会員は、本会の目的に賛同する者で構成する。(以下「会員」とい

う。） 

 

【会員の種別】 

第４条 この会の会員は次の３種類とする。なお、団体会員及び関係会員は個人会員として

登録することができる。 

(1) 池上特別出張所所管(以下「所管」という)区域内の自治会・町会、商店会、ＰＴＡ等の団

体を代表する者は団体会員とする。ただし、役員会において承認された団体の代表者は、

所管区域外であっても団体会員とする。（以下「団体会員」という。） 

(2) 個人で会費を納めるものは個人会員とする。（以下「個人会員」という。） 

(3) 所管区域内の公共施設関係及び小・中学校等の教育機関等を代表する者及びまちおこしの

会が協力を求めた団体代表者は関係会員とする。（以下「関係会員」という。） 

 

【会費】 

第５条 会員は会費を納入しなければならない。 

２ 個人会員は年額１口 1,000円以上の会費を納めるものとする。 

３ 団体会員は年額１口 5,000円以上の会費を納めるものとする。 

 

【会費の免除】 

第６条 関係会員は会費の納付を免除する。ただし、団体会員及び関係会員が個人会員とし

て登録することを妨げるものではない。 

 

【払込方法】 

第７条 年会費は所定の銀行口座への振替又は現金で本会へ毎年納入するものとする。また、

年度途中から個人会員及び団体会員になった場合は、随時、納めるものとする。この場合、

日割り計算は行わない。なお、銀行口座への振替に掛かる手数料は自己負担とする。 

 

【事業】 

第８条 まちおこしの会は、第２条の目的を達するため、下記事項を行う。 
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(1) 地域イベントとしての「池上まつり」を開催すること。 

(2) 地域課題への取り組みを行うこと。 

(3) まちおこしに必要な情報の収集、調査、研究を行うこと。 

(4) その他、まちおこしに関すること。 

 

【資産の構成】 

第９条 まちおこしの会の資産は、次の各号により構成される。 

(1) 設立当初寄付された財産 

(2) 会費 

(3) 事業に伴う収入 

(4) 資産から生ずる収入 

(5) 寄付金 

(6) その他の収入 

 

【資産の管理】 

第 10条 まちおこしの会の資産は会長が管理し、その方法はまちおこしの会の議決を経てこ

れを決める。 

２ まちおこしの会の経費は資産を以って支弁する。 

 

【役員等】 

第 11条 まちおこしの会に次の役員をおく。 

会 長  １名 

副会長 若干名 

部 長 各 1名 

副部長 若干名 

会計監査 ２名 

２  役員は、団体会員、個人会員及び関係会員の中から総会で互選し、総会出席者の過半数

を超える会員の承認を得なければならない。可否同数の時は会長が決定する。 

３ 役員に欠員が生じても、まちおこしの会の運営上支障がない場合は、これを補充しない

ことができる。 

４ まちおこしの会には、相談役及び顧問を置くことができる。 

 

【役員の職務及び任期】 

第 12条 役員の職務は次の各号のとおりとする。 

(1) 会長はまちおこしの会を代表し、会務を総括する。 

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。 

(3) 各部長は各部を代表し統括する。 

(4) 会計監査は会の会計及び資産を監査する。 

２ 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

 

【運営等】 

第 13条 まちおこしの会において決定すべき事項は、関係者と協議し、合意に達するまで相
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互に努力する。 

２ まちおこしの会において、決定事項及び必要と認められた事項は、随時関係者に周知す

る。 

３ 各種会議は、原則として公開とし、関係者及び役員会の承認を受けた者は傍聴すること

ができる。 

４ 会長は必要により、区その他の行政機関の各種会議への出席、資料の提出を求めるもの

とする。 

５ 関係会員は可能な限り、まちおこしの会の活動を支援する。 

 

【機関】 

第 14条 まちおこしの会に次の機関を置く 

１ 総会 

２ 役員会 

３ 部（管理部・連携事業部・池上まつり運営部等）を置く。 

４ 必要に応じ各種機関を置くことができる。 

 

【総会】 

第 15条 総会は、定期総会または臨時総会とし、概ね次の事項を審議・決定する。 

(1) 事業報告及び決算報告 

(2) 事業計画及び予算 

(3) 役員の改選 

(4) 会則の改廃 

(5) 会員の異動についての報告 

(6) その他重要事項 

２ 総会は、会長が招集する。 

３ 総会は、招集会日の５日前までにその目的である事項及び日時・場所を示した書面をも

って通知しなければならない。 

４ 総会は、団体会員、個人会員及び関係会員の過半数（委任状含む）を以って成立する。 

５ 事項の決定は、出席者の過半数を以って決定し、可否同数のときは会長が決定する。 

 

【役員会】 

第 16条 役員会は、まちおこしの会の役員を以って構成し、必要の都度、会長が招集する。 

２ 役員会で審議する事項は、次のとおりとする。 

(1) 会員の入会及び退会の確認 

(2) 各部会の監査に関すること。 

(3) その他、まちおこしの会の運営を遂行するための事項 

(4) 第 14条第３項に定めた傍聴を認める承認 

３ 役員会は、役員の過半数を以って成立する。 

４ 役員会は、出席者の過半数を以って決定し、可否同数のときは会長が決定する。 

５ 総会に付議すべき事項であっても緊急やむを得ないと会長が認めたものについては、役

員会の議決を経て執行することができる。この場合は、次の総会の承認を求めなければな

らない。 
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６ 会長が認めるものは、役員会に出席することができる。 

 

【入会及び退会の確認】 

第 17条 会員の入会は次の各号に定めるところによる。 

(1) 会員として入会しようとするものは、会の定める入会申込書（別記第１号、第２号様式）

により、会長に申し込むものとする。 

(2) 入会申込書を受けた会長は、役員会等で審議し、その結果を本人あて通知する。 

２ 役員は会員が反社会的勢力、又は会員として不適切であると判明した場合は、役員会で

審議し、必要に応じて退会させることができる。 

３ 役員は入会及び退会の確認にあたっては、公平・中立な立場で行うものとする。 

 

【個人情報の取り扱い】  

第 18条 本会がその活動を推進するため必要とする個人情報の取得、利用、提供および管理

については、「個人情報取扱方法」に定め、適正に運用するものとする。 

 

【部】 

第 19条 部は、それぞれの部メンバーで構成し、必要の都度、部長が召集する。 

２ 部には副部長を置く。 

３ 部で審議する事項は、次のとおりとする。 

(1) 部の運営・執行・会計に関すること。 

(2) その他、まちおこしの会の全体運営を遂行するための事項 

 

【事業年度】 

第 20条 まちおこしの会の事業年度は、毎年４月１日から始まり、翌年の３月 31日を以っ

て終わる。 

 

【細 則】 

第 21条 この会則のほか、必要に応じて細則を定めて補充することができる。 

 

付則 この会則は、平成 15年３月 28日から施行する。 

付則 この会則は、平成 16年３月 23日から施行する。 

付則 この会則は、平成 19年３月 27日から施行する。 

付則 この会則は、平成 20年３月 27日から施行する。 

付則 この会則は、平成 21年３月 26日から施行する。 

付則 この会則は、平成 26年３月 26日から施行する。 

付則 この会則は、平成 29年４月 ６日から施行する。 

付則 この会則は、令和 ２年４月 25日から施行する。 

付則 この会則は、令和 ３年４月 23日から施行する。 

付則 この会則は、令和 ４年６月 30日から施行する。 


